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一般社団法人農業食料工学会 

定款 

2018 年 9 月 10 日作成 

2019 年 4 月 1 日制定 

2020 年 8 月 1 日改正 

   部 2020 年 8 月 1日改正部分 

 

第 一 章 総則 

 

（名称） 

第１条 当法人は、一般社団法人農業食料工学会と称する。英語表記は、The Japanese Society of 

Agricultural Machinery and Food Engineers とする。 

 

（主たる事務所等） 

第２条 当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。 

２ 当法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。 

 

（目的） 

第３条 当法人は、農業機械、農業機械化、農業施設及び食料・生物資源の工学的処理等、農業食料工

学に関する学術の進歩発展を図ることを目的とする。 

２ 前項の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１）学会誌、その他農業食料工学に関する資料、図書の編集・刊行 

（２）講演会の開催 

（３）その他、当法人の目的達成に必要な事業 

 

（公告） 

第４条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。 

２ やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。 

 

 

第 二 章 会員 

 

（法人の構成員） 

第５条 当法人には、正会員、学生会員、海外会員、特別会員、名誉会員、永年会員及び購読会員を置

く。 

（１）正会員  当法人の趣旨に賛同し、入会する個人とする。 

（２）学生会員 当法人の趣旨に賛同し、入会する学生とする。ただし、社会人である学生を

除く。 
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（３）海外会員 当法人の趣旨に賛同し、入会する海外に在住する外国籍の個人とする。 

（４）特別会員 当法人の趣旨に賛同し、入会する企業体又は団体（以下「団体等」という。）

とする。 

（５）名誉会員 特に当法人に功労があった者で、理事会において推薦され、総会の承認を受

けた者とする。推薦の方法については別に定める。 

（６）永年会員 ３０年以上の正会員歴を持つ７０才以上の個人とする。 

（７）購読会員 学会誌の配布を受けることを目的として入会する機関又は団体等とする。 

２ 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）に規定された

以下の社員の権利を、社員と同様に行使できる。 

（１）法人法第１４条第２項の権利（定款の閲覧等） 

（２）法人法第３２条第２項の権利（社員名簿の閲覧等） 

（３）法人法第５７条第４項の権利（総会の議事録の閲覧等） 

（４）法人法第５０条第６項の権利（社員の代理権証明書等の閲覧等） 

（５）法人法第５１条第４項及び５２条第５項の権利（議決権行使書面の閲覧等） 

（６）法人法第１２９条第３項の権利（計算書類等の閲覧等） 

（７）法人法第２２９条第２項の権利（清算法人の貸借対照表の閲覧等） 

（８）法人法第２４６条第３項、第２５０条第３項及び第２５６条第３項の権利（合併契約等

の閲覧等） 

 

（会員資格の取得） 

第６条 当法人の会員となろうとする者は、所定の会費を添えて入会申込書を当法人に提出する。 

 

（会員資格の喪失） 

第７条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その地位を喪失する。 

（１）第８条により退会したとき 

（２）成年被後見人又は被保佐人になったとき 

（３）死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき 

（４）２年以上会費を滞納したとき 

（５）第９条により除名されたとき 

（６）総会での全員の同意があったとき 

 

（任意退会等） 

第８条 会員は、別に定める退会届を提出することによりいつでも退会することができる。ただし、既 

   納の会費は返還しない。なお、会費を１年間滞納した者には、学会誌の配布を中止する。 

 

（除名） 

第９条 当法人は、会員に法令違反や公序良俗に反する著しい非行、その他当法人の目的に相応しくな

いと思料される行為があった場合には、総会の決定により当会員を除名することができる。 

 

（会員名簿） 
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第１０条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し管理する。 

 

 

第 三 章 代議員 

 

（代議員及び定数） 

第１１条 当法人における法人法に規定する社員は、正会員の中から選出される１００名以内の代議員

をもって構成する。 

 

（代議員の選出） 

第１２条 代議員は当法人の正会員である者から代議員選挙により選出する。その方法は、別に定める

代議員及び役員選出規程による。 

２ 代議員が欠けた場合に備えて補欠の代議員を選出することができる。 

 

（代議員の職務・権限） 

第１３条 代議員は、社員として総会に出席し、総会での議決権を有するものとする。 

２ 代議員は、正会員を代表し、その要望事項等について理事会に報告・提案を行う。また理事

会より諮問を受けた重要案件について協議する。 

 

（代議員の任期） 

第１４条 代議員選挙は、２年に１度実施し、代議員の任期は、代議員選挙により新たに選出された後

の総会より２年後の総会までとすることとし、再選を妨げない。 

２ 代議員が、法人法に基づく総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え又は役員

解任の訴え（法人法第２６６条第１項、第２６８条、第２７８条、第２８４条）を提起してい

る場合には、当該訴訟が解決するまでの間、当該代議員は社員としての地位を失わない。この

場合において、当該代議員は、役員の選任及び解任（法人法第６３条及び第７０条）並びに定

款の変更（法人法第１４６条）に関する議決権を有しない。 

 

 

第 四 章 役員 

 

（員数） 

第１５条 当法人に次の役員を置く。 

（１）理事 ３名以上２０名以内 

（２）監事 ２名 

２ 理事のうち１名を会長とする。会長は本会を代表し、会務を総理する。会長をもって法人法

上の代表理事とする。会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によって副会長

がその職務を代行する。 

３ 理事のうち２名を副会長とする。副会長は会長を補佐し、副会長に事故あるときは、会長が

あらかじめ指名した順序によって理事がその職務を代行する。 
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（役員の選任等） 

第１６条 役員は、次の方法により選出する。 

（１）理事及び監事は総会の決議によって正会員の中から定める。その選出は、別に定める

代議員及び役員選出規程による。 

（２）会長は理事会の決議によって理事の中から定める。その選任は、別に定める代議員及

び役員選出規程で選出された会長候補者の信任決議とする。 

（３）会長は、副会長の選任にあたっては、正会員の中から副会長候補２名を推薦し、総会

の承認を経てこれを副会長とする。 

（４）理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係

にある者の合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様

とする。 

（５）他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これに準ずる相

互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の３分の１を超えてはなら

ない。監事についても同様とする。 

 

（役員の任期） 

第１７条 理事の任期は、選任後２年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、続

けて再任される場合は別に定める代議員及び役員選出規程による。 

２ 監事の任期は、選任後２年以内の最終の事業年度に関する定時総会の終結の時までとし、続

けては再任しない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された

理事及び監事の任期は、退任した理事及び監事の任期の満了する時までとする。 

４ 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選出

された者が就任するまではその職務を行う。 

 

（監事の職務・権限） 

第１８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

 

（役員の報酬） 

第１９条 役員は無報酬とする。 

 

 

第 五 章 会議 

 

（会議） 

第２０条 当法人の会議は、総会、理事会、会員集会、その他理事会の決議を経て必要に応じて設置し

た委員会・部会とする。 

２ その他当法人の会議の運営について、この定款に定めのない事項は、別に定める規程による

ものとする。 
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第 六 章 総会 

 

（総会） 

第２１条 総会は、代議員をもって構成する。 

２ 総会をもって法人法上の社員総会とする。 

３ 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とする。 

 

（招集） 

第２２条 総会は、毎事業年度終了後６ヶ月以内に会長が招集する。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合、会長は、理事会の決議を経て、臨時招集することができる。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）総会を構成する代議員の５分の１以上から議題を定めて会長に開催請求があったとき。 

 

（代理） 

第２３条 総会に出席できない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することがで

きる。この場合においては、当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出

しなければならない。 

２ 前項の代議員又はその代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当該書面に記載す

べき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該代議員又はその

代理人は、当該書面を提出したものとみなす。 

 

（権限） 

第２４条 総会では、次に掲げる事項を決議する。 

（１）事業報告及び収支決算の承認 

（２）理事及び監事の選任または解任 

（３）定款の変更 

（４）当法人の基本方針に関する事項の承認 

（５）その他本定款で定める事項 

 

（議長） 

第２５条 総会の議長は、出席者の互選により選出する。 

 

（議決権） 

第２６条 各代議員は、各一議決権を有する。 

 

（決議の方法） 

第２７条 総会の決議は、この定款または法令に別に定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半

数を有する代議員が出席し、出席代議員の議決権の過半数をもってこれを行う。可否同数のと
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きは議長がこれを決定する。 

２ 次に掲げる事項については、総代議員の半数以上の出席と且つ出席した代議員の議決権の３

分の２以上を以って決する。 

（１）会員の除名及び代議員の解任 

（２）監事の解任 

（３）役員などの責任の一部免除 

（４）定款の変更 

（５）事業全部の譲渡 

（６）法人の継続または解散 

（７）吸収合併契約又は新設合併契約の承認 

 

（議事録） 

第２８条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から１０年間

主たる事務所に備え置く。 

２ 議長及び議長が指名する出席理事２名以上が前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第 七 章 理事会 

 

（構成） 

第２９条 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

２ その他会長の指名する者を出席させることができ、そこで意見を述べることができる。ただ

し、議決権は有しない。 

 

（権限） 

第３０条  理事会は、当法人の任務を遂行し、この定款に定めるもののほか、次の職務を行う。 

（１）総会に付議する事項 

（２）各種規程の制定、変更及び廃止に関する事項 

（３）理事の職務の執行の監督 

（４）下記に掲げる重要な業務執行の決定 

イ 重要な財産の処分及び譲受け 

ロ 多額の借財 

ハ 重要な使用人の選任及び解任 

ニ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 

ホ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当

法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備 

ヘ 表彰に関する事項 

ト その他必要な業務執行の決定 

２ 会長は、毎事業年度に４箇月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

報告しなければならない。 
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（理事会の開催及び招集） 

第３１条 理事会は、会長がこれを招集する。この場合会日より７日前までに招集通知を発する。 

２ 会長以外の理事現在数の３分の１以上から議題を定めて開催請求をする場合又は監事が理

事会を招集する場合も前項後段の手続による。 

   

（議長） 

第３２条 理事会の議長は、原則として会長が担当する。ただし、会長、副会長ともに事故あるときは、

出席理事の互選により決める。 

 

（決議） 

第３３条 理事会は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を有する理事の過半数の出席を

もって成立し、決議は出席者の過半数による。可否同数のときは議長がこれを決定する。 

２ 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、

議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたと

きは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述

べたときは、この限りでない。 

 

（議事録） 

第３４条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、理事会の日から１０

年間主たる事務所に備え置く。 

２ 出席した会長及び監事は、これに署名または記名押印しなければならない。 

 

 

第 八 章 会員集会 

 

（会員集会）  

第３５条 当法人は、総会とは別に会員集会を年１回以上開催することができる。  

 

（招集）  

第３６条 会員集会の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。  

２ 会員集会の招集通知は、会日より５日前までに各会員に対して発する。  

 

（議長）  

第３７条 会員集会の議長は、当該会員集会において出席者の互選により選出する。  

 

（会員集会の趣旨） 

第３８条 当法人における会員集会は、日々の業務に関する報告をし、すべての会員から当法人に対す

る幅広い意見を集約する場であり、会員は理事会に対して、その業務や当法人に対する意見を

述べることができる。  
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２ 前項の会員集会で出された意見について理事会は、その後の業務運営の参考にし、反映させ

るよう努めることとする。 

 

 

第 九 章 計算 

 

（事業年度） 

第３９条 当法人の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月末日までの年１期とする。 

 

（事業計画及び収支予算） 

第４０条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、

理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの

間備え置く。 

３ 第１項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、予算成立の

日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 

４ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

（剰余金の分配の禁止） 

第４１条 当法人の剰余金は、これを分配してはならない。 

 

（残余財産の帰属） 

第４２条 当法人が解散（合併又は破産による解散を除く。）したときに残存する財産は、総会の決議を

経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１７号に掲げる法人又は

国若しくは地方公共団体に帰属させる。 

 

 

第 十 章 事務局 

 

（事務局） 

第４３条 当法人は、事務を処理するために、事務局を置くことができる。 

２ 事務局には、事務局長その他の職員を置くことができる。 

３ 事務局長は、理事会の承認を経て、代表理事が任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により、代表理事が別に定める。 

 

 

附則 

 

（最初の事業年度） 

１ 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から２０２０年３月末日までとする。 



9 

 

（設立時の役員） 

２ 当法人の設立時役員は、第１５条の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

設立時代表理事  近藤 直 

設立時理事     藤村 博志、水野 英則 

設立時監事     宮崎 昌宏 

 

なお、設立時役員の任期は設立後最初の定時総会終結の時までとする。 

 

（設立時の社員） 

３ 当法人の設立時社員は、第１１条の規定にかかわらず、次のとおりとする。 

１．氏名 宮崎 昌宏 

２．氏名 宮原 佳彦 

 

（法令の準拠） 

４ この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令等によるものとする。 

 

 

以上、一般社団法人農業食料工学会設立のため、設立時社員宮崎昌宏、宮原佳彦の定款作成代理

人である行政書士 森健輔は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。 

 

 

２０１８年９月１０日 

 

設立時社員  宮崎 昌宏 

設立時社員  宮原 佳彦 

 

上記設立時社員の定款作成代理人   

事務所所在地 東京都世田谷区祖師谷１丁目２５番３号 

事務所名称  森行政書士事務所 

行政書士   森 健輔 

登録番号   日本行政書士会連合会 第０７０８０５４１号 


